
茂原市では、感染症予防と自治会等のコミュニティ活動の両立を図るため、国の新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（第 2 次）を活用して、新しい生活

様式に対応するためのコミュニティ備品を整備しました。 

事業等を主催される団体におかれましては、新しい生活様式に対応するためのコミュ

ニティ備品を積極的にご活用ください。 

新たに整備した貸与備品と台数（☆は追加・更新した備品） 

 ・非接触型体温計 20台  ・サウンドシステム☆ 1台 

 ・アクリルパーティション 50台  ・ポータブルアンプ☆ 1台 

 ・プロジェクター☆ 2台  ※他にも貸し出すことができる備品があります。 

対象事業 市及び自治会、市の補助団体、幼稚園・保育所・学校（PTA を 

  含む）、公共的団体等が主催又は開催する、政治・宗教・営利を 

  目的としないもの 

費用  無料（破損・事故等については使用者の責任となります） 

申請方法 生活課に電話（0475-20-1505 内線 7251・7252）で 

  空き状況を確認の上、所定の備品貸出許可申請書を提出（先着順） 

問合せ  茂原市役所生活課市民活動支援センター（2階） 

  TEL0475-20-1505 FAX20-1600 E-Mail seikatu@city.mobara.chiba.jp 

   
非接触型体温計 アクリルパーティション サウンドシステム 

  

※貸与備品を返却する際は、感染

予防のため、可能な範囲で消毒へ

のご協力をお願いします。 

※貸与備品はご希望に沿えない 

場合があります。 ポータブルアンプ プロジェクター 

裏面もご覧ください 



 「新しい生活様式」に対応した会議手法の一例  

 

 

会議に参加する人は、入口で体温を測定します 

参加者は、飛まつ防止のためのアクリルパーティション

越しに会議を行います 

リモート参加者の様子を会場で共有するため、 

プロジェクターで投影し、音響機器につなぎます 

リモート参加者は自宅から会議に参加します 

集会所 

個人宅 

貸出 

できます 

・非接触型体温計 

貸出 

できます 

・アクリルパーティション 

貸出 

できます 

・プロジェクター 

・音響機器 

・スクリーン 

 

ご用意 

ください 

・体温計用の電池 

（単 3型 2本） 

ご用意 

ください 

・パソコン※ 

・インターネット回線※ 

・リモート会議のアカウント※ 

ご用意 

ください 

・パソコン※ 

・インターネット回線 

※リモート会議用のパソコンにはWeb カメラが必要です。 

※パソコンとプロジェクターは D-sub(15pin)または HDMIでつなぎます（プロジェクターに同梱） 

※インターネット回線は、レンタルのWi-Fiルーター（短期間：1泊 2日）などがあります 

※リモート会議のアカウントは、無料のプラン（例：Zoom 40分間）などがあります 

 インターネット回線で 

つなぎます 

（リモート会議と直接集会を併用する場合） 


